
会計年度任用職員 （ 小水力発電所職員 ） 募集要項 

 

 

職種 小水力発電所職員 

募集予定人数 １人 

業務内容 ・発電所電気設備の保安・管理業務 

・発電所取水口、貯水槽の除塵業務 

・発電所設備の維持・管理業務 

・吉賀町の公共施設（柿木庁舎、町民柿木体育館、柿木農業集落排水施設、とび

のこ苑）における電気設備の保守・管理業務 

・その他必要な業務 

応募資格  地方公務員法第 16条に規定される下記のいずれにも該当しない方（欠格事項） 

①禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者 

②吉賀町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

③日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者 

・電気主任技術者（３種以上）の免状を有している方 

・普通自動車運転免許を有している方 

任用期間 令和８年８月１日～令和９年３月３１日 

※採用後、１か月間は条件付採用期間となります。 

※上記の任用期間満了後に同一の職務内容の職が設置される場合で、かつ能力実

証の結果が良好である場合は、公募によらず再度任用される可能性があります。 

【再度の任用の上限】令和８年度から通算して４回とし、それ以降は公募により

選考します。 

任用部署 吉賀町役場柿木地域振興室 

勤務場所 吉賀町小水力発電所  （ 島根県鹿足郡吉賀町柿木３３７番地２ ) 

【変更の範囲】  変更なし 

勤務日・時間 （１）勤務日：週５日 

（２）勤務時間： ９時００分から１１時００分、 

１５時００分から１７時００分の間の４時間 

※業務の都合により、時間外勤務を命ずる場合があります。 

報酬 月額 ２００，０００円 

※上記の金額は、令和８年８月時点の報酬額であり、給与改定等により変更され

ることがあります。 

期末・勤勉手当 年２回支給（支給要件あり） 

諸手当 通勤手当、時間外勤務手当等に相当する費用・報酬を支給します。 

（規定により支給） 



休暇等 年次有給休暇、病気休暇、介護休暇・介護時間、特別休暇、育児休業 

※付与日数や取得要件は勤務条件により異なります。 

社会保険 健康保険、厚生年金保険、雇用保険（いずれも加入要件あり） 

服務 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規定の対象となります。 

（服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、

秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限等） 

福利厚生 一定の要件を満たした場合には、健康診断の対象となります。 

公務災害・労災 公務災害補償又は労働災害補償の対象となります。 

応募方法 指定の「吉賀町会計年度任用職員採用試験申込書」に必要事項を記入の上、電気

主任技術者免状（３種以上）の写し及び普通自動車運転免許証の写しを添付して、

下記まで窓口持参又は郵送してください。 

【送付先】 

〒699-5301 島根県鹿足郡吉賀町柿木 500 番地 1 

吉賀町役場柿木地域振興室 宛て 

※郵送の場合、封筒の表に「会計年度任用職員申込書在中」と朱書きすること 

応募期限 郵送、窓口持参ともに 令和８年７月７日（火）１７時１５分必着 

試験内容・日程 面接試験 

試験日程：令和８年７月１３日を予定 

※試験日程等の詳細は、応募期限後にご連絡します。 

応募に関する

特記事項 

必ず指定の「吉賀町会計年度任用職員 申込書」を使用してください。 

本募集に関して提出された書類は返却いたしませんので、予めご了承ください。 

応募書類に虚偽の記載があった場合及び欠格事由に該当することが判明した場合

は、採用を取り消す場合があります。 

個人情報の 

取扱い 

履歴書等の応募書類に記載いただいた個人情報は、選考、任用の他、任用に至っ

た場合は、給与、社会保険、税、福利厚生、公務（通勤）災害・労災、退職、服

務、その他人事労務管理に関する事務を目的として利用します。 

問合せ先 

（応募先） 

吉賀町役場 柿木地域振興室 

〒699-5301 島根県鹿足郡吉賀町柿木 500 番地 1 

電話(0856)79-2211 

※関係条例、規則等が制定改廃された場合は、上記の取扱いが変更されることがあります。 

 


